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一般競争入札参加者募集要領 

 

一般競争入札を執行するので、次のとおり公告する。  

 

令和８年５月 12日  

 

一般財団法人  

岩手県市町村職員健康福利機構  

理 事 長   平 野  公 三 

 

１  入札に関する工事  

(1) 工 事 名 称：ゆこたんの森空調設備改修工事  

(2) 施 工 場 所：岩手県岩手郡雫石町長山猫沢３番地６  

(3) 工 期：令和９年 10月 31日まで  

(4) 工 事 概 要：空調熱源設備の更新  

ア  建築工事（熱源機器基礎新設、地盤改良、目隠しフェン

ス設置、既存設備外撤去処分）  

イ  機械設備工事（熱源機器（空冷式モジュールチラー）新

設、自動制御設備設置、既存設備（冷温水発生機等）撤去

処分）  

ウ  電気設備工事（動力幹線設備敷設、受変電設備改修、構

内配電線路敷設ほか）  

(5) 支 払 条 件：着工時４０％以内、工事完了後残額支払い  

(6) 予 定 価 格：有（公表しない）  

(7) 最低制限価格：有（契約締結後に公表）  

(8) 契約保証金：契約金額の１０分の１以上の額  

２  入札参加資格  

次の要件をすべて満たしていること。  

(1) 岩手県内に本社（本店）、支店、又は営業所があること。  

(2) 岩手県が作成する令和７・８年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿に登

載され、かつ、同名簿における管工事の格付がＡ級又は建築一式工事の格付が

Ａ級であること。  

(3) 本入札工事においても、岩手県が公表する「条件付一般競争入札公告〔共通

事項〕」の１の各号（第８号を除く。）に掲げる要件にすべて適合していること。  
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３  入札参加申請  

入札への参加を希望する者（以下「入札参加申請者」という。）は、次により

入札参加申請書類を提出しなければならない。なお、書類作成費用は入札参加申

請者の負担とし、提出された書類の返却は行わない。  

(1) 受付期間  

令和８年５月 12日（火）から令和８年５月 25日（月）まで（ただし、土日祝

日を除き、各日の受付時間は午前９時００分から午後５時００分までとする。）。 

(2) 受付場所  

〒 020-0021 岩手県盛岡市中央通２丁目８番 21号  

一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構  

(3) 入札参加申請書類  

ア  入札参加申請書  

イ  特定建設業の許可通知の写し  

ウ  「令和７・８年度県営建設工事競争入札参加資格審査結果通知書」（岩手

県交付）の写し  

エ  配置予定の技術者に関する書類  

(ｱ) 配置技術者となり得る国家資格等の合格証明書の写し（１級施工管理技

士又は１級管工事施工管理技士等）  

(ｲ) 技術者が監理技術者となる場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者

講習修了証（平成 16年３月１日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた

場合）の写し  

オ  その他必要と認めるもの  

(4) 提出方法  

持参によること。  

４  入札参加資格者の決定  

(1) 入札参加申請書類を受理したときは、入札参加資格のうち基本的事項につい

て要件を満たしているか否かの審査を行い、その結果を一般競争入札参加資格

確認通知書（以下「資格確認通知書」という。）によりすみやかに通知する。 

(2) 入札参加資格を有しないとされた者は、その理由について、書面（書式は任

意）により説明を求めることができる。なお、書面の提出条件は次のとおり。 

ア  提出期限  

資格確認通知書を受け取った日から２営業日以内（ただし、受付時間は各

日午前９時００分から午後４時００分までとする。）  

イ  提出場所・提出方法  

入札参加申請書類の提出条件に同じ。  
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(3) 前記 (2)による請求があったときは、書面により速やかに回答する。  

５  設計図書に係る閲覧、複写及び質疑応答  

(1) 閲覧期限等  

ア  閲覧期限  

令和８年５月 25日（月）まで（ただし、土日祝日を除き、閲覧時間は各日

午前９時００分から午後５時００分までとする。）。  

イ  閲覧場所  

入札参加申請書類の提出場所に同じ。  

(2) 複写物の取得申請方法  

ア  申請方法  

事前に申請書のひな型を本機構から取得のうえ、申請書データ（ PDF）を

添付した電子メールを送信すること。  

（送信先アドレス： yu@iwate-ctv-kikou.jp）  

イ  申請期限  

令和８年５月 25日（月）午後５時００分まで  

(3) 質疑応答要領  

ア  問い合わせ方法  

電子メールによる（アドレスは前記のとおり）。  

イ  受付期限  

令和８年５月 29日（月）午後５時００分まで  

ウ  回答方法  

質疑応答を一覧化したデータは、令和８年６月３日（金）午後５時００分

までに全ての入札参加予定業者に電子メールで送信（共有）する。  

６  現場説明  

現場説明会は開催しない。  

７  入札の執行及び方法  

入札の執行は次のとおり。  

(1) 入札会の日時・場所  

ア  日時  

令和８年６月９日（木）午後２時３０分～  

イ  場所  

〒 020-0021  岩手県盛岡市中央通２丁目８番 21号  

市町村会館（Ｍホール）３階会議室  

(2) 入札参加資格者は、入札書及び工事費構成費目内訳書を、入札日当日に持参
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しなければならない。  

(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当

する額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札書に記載する金額は、

見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額とする。  

(4) 入札回数は、２回を限度とする。  

(5) 最低制限価格を下回らず、かつ、予定価格の制限の範囲内で、最低の価格を

もって入札した者を落札候補者とする。  

(6) 落札候補者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、当該入

札者にくじを引かせて落札候補者を定めるものとする。  

８  無効の入札  

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。  

(1) 入札参加資格者以外の者のした入札  

(2) 一の入札について同一の者がした二以上の入札  

(3) 入札者の記名押印のない入札  

(4) 金額その他重要事項の記載が不明確な入札  

(5) 持参以外の方法による入札  

(6) 入札金額を訂正している入札  

(7) 入札金額に対応した工事構成費目内訳書が入札時に提出されていない入札  

(8) 明らかに不正によると認められる入札  

(9) その他入札に関する条件に違反してなされた入札  

９  入札保証金  

入札保証金は免除する。  

10 入札公告等の要件に該当しなくなった場合の取扱い  

入札日から契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することと

なったときは、当該入札を無効とし、契約締結を行わない。  

(1) 落札候補者が前記２の各号のいずれかに該当しないこととなったとき。  

(2) 一般競争入札参加申請書又はその他の提出書類に虚偽の事項を記載したこ

とが明らかになったとき。  

11 契約金額  

契約金額は、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する

金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨て

た金額）とする。  

12 本要領に関する問い合わせ先  
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一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構  管理担当  

〒 020-0021  岩手県盛岡市中央通２丁目８番 21号  

ＴＥＬ  019-653-4656  ＦＡＸ  019-651-5820 

E-mail yu@iwate-ctv-kikou.jp  

mailto:yu@iwate-ctv-kikou.jp


 

【参考】岩手県が公表する「条件付一般競争入札公告〔共通事項〕」（一部抜粋）  

１  入札参加資格  

(１ ) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項及び第２項各

号のいずれかの規定に該当しない者であること（被補助人、被保佐人又は未成

年者であって、契約締結のために必要な同意を得ているものを除く。）。  

(２ ) 建設業法（昭和 24年法律第 100号。以下「法」という。）第３条第１項の規定

による許可を受けていること。  

(３ ) 法第 27条の 23第２項に規定する経営事項審査（以下「経営事項審査」という。）

の有効期間（経営事項審査の審査基準日から１年７月）を経過していないこと。 

(４ ) 法第 28条第３項又は第５項の規定により営業の停止（対象工事の入札の参加

又は受注を禁止する内容を含まないものを除く。）を対象工事に対応する業種

について命ぜられた者で、入札参加申請書提出の日から落札決定の日までの間

にその処分の期間が経過していない者でないこと。  

(５ ) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立てがなさ

れている者又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の

申立てがなされている者でないこと（県土整備部長が別に定める入札参加資格

の再認定を受けた者を除く。）。  

(６ ) 入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建

設工事に係る指名停止等措置基準（平成７年２月９日付け建振第 281号。以下

「措置基準」という。）に基づく指名停止を受けていないこと。  

(７ ) 受注を希望する工事に、入札参加資格確認書類の提出期限の日現在において

申請者と公告に示す期間以上の雇用関係にある者（法に定める経営業務の管理

責任者及び営業所専任技術者を除く。）を主任技術者又は監理技術者として専

任（公告において専任を求めない場合を除く。）で配置できること。  

(８ ) 電子入札対象工事においては、電子証明書を取得し、岩手県電子入札システ

ム（以下「電子入札システム」という。）により利用者登録を行っている者で

あること。  

(９ ) 役員等個人である場合のその者、法人である場合の法第５条第３号に規定す

る役員等、及び建設業法施行令（昭和 31年政令第 273号）第３条に規定する使

用人をいう。が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第 77号）第２条第２号に規定する暴力団、暴力団員（同法第２条第６号に

規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団若しくは暴力団員と密接な

関係を有している者でないこと。  

(10) 経常建設共同企業体にあっては、「経常建設共同企業体の入札参加資格に係

る取扱基準」（平成 27年３月 23日付け総務第 232号）による。  


